
令和４年第２回定例会（９月議会）

予算及び付託議案審査関係資料

令和４年９月１５日

企 画 振 興 部

【議案関係】

市 町 村 課 「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を

・・・改正する条例案」について（議案第１４４号） １



「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を

改正する条例案」について（議案第１４４号）

市町村課

１ 改正理由

知事の権限に属する事務の市町村への移譲の推進を図るため経由事務に応急仮設建

築物の存続に係る許可期間の延長の承認の申請の受理等の事務を加える等の必要があ

る。

２ 改正内容

（１）引用している医師法（昭和２３年法律第２０１号）、歯科医師法（昭和２３年法

律第２０２号）及び薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号）の条項を改めることと

する。（別表第８５第６号、７号及び１９号関係）

（２）経由事務に応急仮設建築物の存続に係る許可期間の延長の承認の申請の受理等の

事務を加えることとする。（別表第８５第２６号、２７号及び２８号関係）

（３）その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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市
町
村
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の
権
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進
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る
条
例
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を
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正
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る
条
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新
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表

新

旧

別
表
第
八
十
五
（
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
八
十
五
（
第
十
三
条
関
係
）

経

由

事

務

対
象
市
町
村

経

由

事

務

対
象
市
町
村

一
～
五

略

略

一
～
五

略

略

六

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及

保
健
所
を
設

六

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及

保
健
所
を
設

び
医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八

置
す
る
市

び
医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八

置
す
る
市

十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。

十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。

）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

略

㈠

略

㈡

医
師
法
第
六
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
医

㈡

医
師
法
第
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
医

師
の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理

師
の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理

㈢
～
㈦

略

㈢
～
㈦

略

七

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号

保
健
所
を
設

七

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号

保
健
所
を
設

）
及
び
歯
科
医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

置
す
る
市

）
及
び
歯
科
医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

置
す
る
市

第
三
百
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」

第
三
百
八
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

と
い
う
。
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に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の

も
の

㈠

略

㈠

略

㈡

歯
科
医
師
法
第
六
条
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三
項
本
文
の
規
定
に
よ

㈡

歯
科
医
師
法
第
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ

る
歯
科
医
師
の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理
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歯
科
医
師
の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理

㈢
～
㈦

略

㈢
～
㈦

略

八
～
十
八

略

略

八
～
十
八

略

略

十
九

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六

保
健
所
を
設

十
九

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六

保
健
所
を
設

号
）
及
び
薬
剤
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令

置
す
る
市

号
）
及
び
薬
剤
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令

置
す
る
市

第
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う

第
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う

。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
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の

。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
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も
の

㈠

略

㈠

略
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㈡

薬
剤
師
法
第
九
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
薬
剤
師

㈡

薬
剤
師
法
第
九
条

の
規
定
に
よ
る
薬
剤
師

の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理

の
氏
名
等
の
届
出
の
受
理

㈢
～
㈦

略

㈢
～
㈦

略

二
十
～
二
十
五

略

略

二
十
～
二
十
五

略

略

二
十
六

建
築
基
準
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法

市
町
村
（
法

二
十
六

建
築
基
準
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法

市
町
村
（
法

」
と
い
う
。
）
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二

第
四
条
第
一

」
と
い
う
。
）
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二

第
四
条
第
一

十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

項
の
建
築
主

十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

項
の
建
築
主

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

事
を
置
く
市

う
ち
、
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に
掲
げ
る
も
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く
市

㈠
～


略
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同
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第

㈠
～


略

及
び
同
条
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項
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二
項
又
は
法



法
第
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第
三
項
、
第
五
項
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び
第
六
項

二
項
又
は
法

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
応
急
仮
設
建
築
物
の
存
続

第
九
十
七
条

の
規
定
に
よ
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応
急
仮
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建
築
物
の
存
続

第
九
十
七
条

の
許
可
等
の
申
請
の
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の
二
第
一
項

等
の
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可
の
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請
の
受
理
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二
第
一
項


～
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の
建
築
主
事


～


略

の
建
築
主
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法
第
八
十
七
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第
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か
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市
町



法
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第

を
置
く
市
町

第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
災
害
救
助
用
建
築
物

村
を
除
く
。

六
項

の
規
定
に
よ
る
災
害
救
助
用
建
築
物

村
を
除
く
。

等
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
許
可
等
の
申
請
の
受

）

等
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
許
可

の
申
請
の
受

）

理

理


～


略


～


略

二
十
七

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

二
十
七

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

づ
く
事
務
の
う
ち
、
前
号
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か
ら

ま

第
九
十
七
条

づ
く
事
務
の
う
ち
、
前
号
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か
ら

ま

第
九
十
七
条

で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
、

（
同
法
第
八

の
二
第
一
項

で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
、

（
同
法
第
八

の
二
第
一
項

十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る

の
建
築
主
事

十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る

の
建
築
主
事

も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、

（
同
法

を
置
く
市
町

も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、

（
同
法

を
置
く
市
町

第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

村
（
建
築
審

第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

村
（
建
築
審

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

に
掲
げ
る
事
務

査
会
を
設
置

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

に
掲
げ
る
事
務

査
会
を
設
置

に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に

す
る
市
町
村

に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に

す
る
市
町
村

掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。

を
除
く
。
）

掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。

を
除
く
。
）

）

）

二
十
八

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

二
十
八

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

づ
く
事
務
の
う
ち
、
第
二
十
六
号
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か

第
九
十
七
条

づ
く
事
務
の
う
ち
、
第
二
十
六
号
㈠
、
㈡
及
び
㈣
か

第
九
十
七
条
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ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
か
ら
㈥
ま

の
二
第
一
項

ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
か
ら
㈥
ま

の
二
第
一
項

で
、

（
同
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
（
同
項
第
二

の
建
築
主
事

で
、

（
同
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
（
同
項
第
二

の
建
築
主
事

号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
許

を
置
く
市
町

号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
許

を
置
く
市
町

可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

、


村
（
建
築
審

可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

、


村
（
建
築
審

（
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

査
会
を
設
置

（
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

査
会
を
設
置

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

（

す
る
市
町
村

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

（

す
る
市
町
村

同
法
第
八
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

に
限
る
。
）

同
法
第
八
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

に
限
る
。
）

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、


（
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る


（
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

に
掲

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

に
掲

げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四
十
八
条
第
一

げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四
十
八
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
も
の

項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）
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